
 

平成 2７年度 

再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号) 

医療機関向け制度説明会 実施要領 

中国四国厚生局 

 

１．目 的 

  再生医療等提供の推進のため、医療機関が再生医療等安全性確保法を理解し、地域で

迅速かつ安全に再生医療等を提供するための手続等の準備をしていだたくため情報提

供する。 

 

２．主催者  

中国四国厚生局 

 

３．実施内容 

  １）対象 

ア．再生医療等の提供を行っている医療機関（予定を含む） 

イ．再生医療等に用いる細胞の培養を行っている施設（予定を含む） 

１会場につき合計１２０名程度 

２）開催内容 

日程 

広島会場 高松会場 

平成 27 年４月１３日（月） 

１３：３０－１５：３０ 

平成２７年４月１４日（火） 

１３：３０―１５：３０ 

会場 

広島合同庁舎 

４号館２階共用第１１会議室 

（広島市中区上八丁堀６－３０） 

高松サンポート合同庁舎 

低層棟２階アイホール会議室 

（高松市サンポート３−３３） 

プログラム 

(両会場共通) 

① 再生医療等安全性確保法の制度説明（１３：３０―１４：３０） 

② 個別相談（１４：３０―１５：３０：要予約） 

３）参加申込期間 

  平成２７年３月９日（月）１０：００― 平成２７年４月６日（月）１３：００ 

４）参加申込方法 

ア．参加希望者は中国四国厚生局ホームページから参加及び個別相談の申込をし

て下さい。 

    イ．原則、ア の申込をもって参加の決定としますが、申込者数が定員を超えた場

合、医療機関ごとに参加者数を調整させていただきます（中国四国地方を優

先します）。また、個別相談は１施設１回、先着順とさせていただきます。 

※ 参加の申込後に、メールにて「参加決定のお知らせ」が届きますので、



 

プリントアウトの上、当日ご持参ください（スマートフォンなどでメ

ール画面を提示することでも可能です）。 

※ 参加の日付及び会場に間違いがないかご確認ください。 

５）個人情報について 

開催に際して、頂いた個人情報は、この説明会に係る事務連絡等の運営目的以外

には利用しないものとし、漏洩、滅失又はき損等のないよう厳重に管理します。

また、統計分析に用いる場合には、個人名及び施設名を特定できない形として使

用します。 

６）参加費 

参加費は無料ですが、参加者の旅費、食費、宿泊費等については参加者自身のご

負担とします。 

７）その他 

ア．宿泊及び食事は参加者が各自で用意して下さい。 

イ．受付時に資料とアンケート用紙を配布いたしますので、ご協力お願いします。 

ウ．当日、会場の駐車場は使用できません。公共交通機関を利用してお越し下さ

い。 

８）お問い合わせ先 

〒７３０－００１７ 

広島県広島市中区鉄砲町７－１８ 東芝フコク生命ビル２階 

中国四国厚生局健康福祉部 医事課 

TEL：０８２－２２３－８２０４ 

FAX：０８２－２２３－７８８９ 

E-mail：saisei-chushi@mhlw.go.jp 


